
 

                                                    

   

    

   

   

  

  

   

   

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

  

 

  

  

  

   

 

  

  

  

  

  

 平成
へいせい

17(2005)年
ねん

に食育基本法
しょくいくきほんほう

が制定
せいてい

されました。毎月
まいつき

19日
にち

は「食 育
しょくいく

の日
ひ

」、そして 6月
がつ

は「食育月間
しょくいくげっかん

」となっていま

す。健康
けんこう

は一 生
いっしょう

の宝 物
たからもの

。食 育
しょくいく

は、その健康
けんこう

づくりに大
おお

きな役割
やくわり

を果
は

たし、給食時間
きゅうしょくじかん

をはじめ、さまざまな授 業
じゅぎょう

などで取
と

り組
く

みが 行
おこな

われます。ご家庭
かてい

でもぜひ、ふだんの食 生 活
しょくせいかつ

をふり返
かえ

る機会
きかい

にしていただけましたら 幸
さいわ

いです。 

 

 


